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１【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】

　平成27年12月２日に提出いたしました金融商品取引法第24条の５第４項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第

19条第２項第３号及び第４号の規定に基づく臨時報告書の記載事項のうち、訂正すべき事項がありましたので、臨時報

告書の訂正報告書を提出するものであります。

 

２【訂正事項】

　２　報告内容

１．親会社の異動

(3）当該異動の理由及びその年月日

①　当該異動の理由

 

３【訂正内容】

Ⅰ．訂正内容（訂正箇所は下線で示しております。）

１．親会社の異動　(3）当該異動の理由及びその年月日

訂正前 訂正後

①　当該異動の理由

　公開買付者より、本公開買付けを通じて、平成27年12

月８日（本公開買付けの決済開始日）付で、当社株式

5,021,100株を取得することとなった旨の報告を受けま

した。

　この結果、当社の総株主等の議決権の数に対する公開

買付者の所有に係る議決権の割合が過半数を超えること

となるため、当社のその他の関係会社に該当している公

開買付者は、新たに当社の親会社に該当することとなり

ます。

 

①　当該異動の理由

　公開買付者より、本公開買付けを通じて、平成27年12

月８日（本公開買付けの決済開始日）付で、当社株式

5,021,100株を取得することとなった旨の報告を受けま

した。

　この結果、当社の総株主等の議決権の数に対する公開

買付者の所有に係る議決権の割合が過半数を超えること

となるため、当社の主要株主に該当している公開買付者

は、新たに当社の親会社に該当することとなります。

 

 

Ⅱ．訂正理由

　平成27年12月２日に提出いたしました金融商品取引法第24条の５第４項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第

19条第２項第３号及び第４号の規定に基づく臨時報告書の記載において、「その他の関係会社」についての記載が不要

であったため、訂正するものであります。
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